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歴
史
的
町
並
み
保
存
地
区
の 

今
を
思
う 

 

祁
答
院
隼
人 

 

一
、「
大
内
宿
」
江
戸
時
代
そ
の
ま
ま
の
景
観

が
残
っ
た
理
由 

福
島
県
南
会
津
地
方
の
山
あ
い
に
あ
る
大
内
宿

（
福
島
県
下
郷
町
）
は
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の 

 

四
男
で
三
代
将
軍
家
光
の
異
母
弟
で
あ
る
保
科
正
之

に
よ
っ
て
築
か
れ
た
宿
場
町
で
あ
る
。 

寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
年
）
に
陸
奥
国
会
津
藩

二
十
三
万
石
の
大
身
の
大
名
に
引
き
立
て
ら
れ
正
之

は
、
会
津
城
下
と
下
野
の
国
（
現
在
の
日
光
市
今
市
）

を
結
ぶ
三
十
二
里
（
約
１
３
０
㎞
）
に
及
ぶ
会
津
西

街
道
を
整
備
し
た
。 

若
松
城
（
鶴
ヶ
城
）
か
ら
五
里
（
約
２
０
㎞
）
の

距
離
に
あ
る
大
内
宿
に
は
、
本
陣
（
大
名
や
旗
本
、

幕
府
の
役
人
な
ど
が
使
用
し
た
宿
舎
）や
脇
本
陣（
本

陣
の
予
備
）
が
設
け
ら
れ
、
会
津
藩
を
は
じ
め
新
発

田
藩
、
村
上
藩
、
庄
内
藩
、
米
沢
藩
な
ど
の
参
勤
交

代
や
江
戸
廻
米
の
運
搬
路
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
。 

し
か
し
幕
府
は
一
六
八
〇
年
に
五
街
道
（
東
海
道
、

日
光
街
道
、
奥
州
街
道
、
中
山
道
、
甲
州
街
道
）
以

外
の
街
道
（
脇
往
還
）
の
通
行
に
対
す
る
取
り
締
ま

り
を
行
い
、
大
内
宿
を
通
る
会
津
藩
の
参
勤
交
代
は

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

そ
の
後
の
大
内
宿
は
、
し
ば
ら
く
は
宿
駅
・
農
村

と
し
て
の
「
半
農
半
宿
」
の
時
代
が
続
い
た
が
、 

 

一
八
八
四
年
に
日
光
街
道
が
開
通
し
、
明
治
に
な
り

道
路
や
鉄
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
山
の
中
を
ぬ
う
街

道
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
大

内
宿
は
完
全
に
宿
駅
と
し
て
の
役
割
を
終
え
て
し
ま

う
。
そ
し
て
明
治
期
の
近
代
化
に
も
取
り
残
さ
れ
た

た
め
、
大
内
宿
の
住
民
の
暮
ら
し
向
き
は
、
江
戸
時 
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代
後
期
か
ら
出
稼
ぎ
を
主
体
と
し
た
貧
農
が
続
い
た
。 

 

し
か
し
そ
の
一
方
で
大
内
宿
で
は
、
主
要
な
交
通

網
か
ら
取
り
残
さ
れ
近
代
化
か
ら
見
放
さ
れ
た
こ
と

で
、
正
之
公
に
よ
り
施
さ
れ
た
重
厚
な
茅
葺
き
屋
根

の
建
物
や
街
並
み
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
開
発

か
ら
も
免
れ
た
。
こ
の
た
め
、
江
戸
時
代
の
宿
場
町

に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
景
観
が
残
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

二
、
多
く
の
観
光
客
を
引
き
付
け
て
い
る
の
は

な
ぜ 

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
現
在
、
大
内
宿
は
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
観
光
客
を
含
め
て
多
く
の
観
光
客
を
引
き
付
け
て

い
る
。
３
０
０
ｍ
ほ
ど
の
旧
街
道
沿
い
に
は
五
十
棟

近
く
の
伝
統
建
築
が
並
び
、
中
に
は
築
四
百
年
の
建

物
も
あ
る
。
中
心
部
に
は
茅
葺
き
屋
根
の
「
大
内
宿

町
並
み
展
示
館
」
が
あ
り
、
大
内
宿
の
歴
史
や
江
戸

時
代
の
宿
場
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
し
て
そ
の
一
帯
は
国
か
ら
「
重
要
伝
統
的
建
造

現代の大内宿（福島県南会津郡下郷町） 
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物
群
保
存
地
区
（
以
下
伝
建
地
区
）」
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。こ
の
伝
建
地
区
の
指
定
を
受
け
る
に
あ
た
り
、

住
民
は
自
ら
「
売
ら
な
い
」「
貸
さ
な
い
」「
壊
さ
な

い
」
と
い
う
住
民
憲
章
を
創
り
そ
れ
は
今
で
も
守
り

続
け
ら
れ
て
い
る
。 

た
だ
観
光
地
と
な
っ
た
大
内
宿
の
宿
屋
だ
っ
た
建

物
の
多
く
は
、
郷
土
料
理
店
や
お
土
産
店
に
な
っ
て

い
る
。
特
産
品
と
し
て
箸
の
代
わ
り
に
一
本
の
ネ
ギ

を
使
っ
て
食
べ
る
「
ね
ぎ
そ
ば
」
が
有
名
な
ほ
か
、

会
津
塗
と
し
て
知
ら
れ
る
漆
の
塗
り
物
が
人
気
だ
。 

三
．
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
は
こ
の

ま
ま
で
い
い
の
か 

一
九
七
四(

昭
和
四
十
九)

年
に
全
国
町
並
み
保

存
連
盟
が
結
成
さ
れ
、
翌
年
七
月
に
文
化
財
保
護
法

が
改
正
さ
れ
る
と
、
国
や
自
治
体
の
働
き
か
け
に
よ

る
歴
史
的
町
並
み
保
存
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

な
か
で
も
文
化
庁
選
定
の
伝
建
地
区
は
、
二
〇
二
三

(

令
和
五) 

年
一
二
月
現
在
で
１
０
５
市
町
村 

 

１
２
７
地
区
に
達
し
、
初
年
度
に
選
定
さ
れ
た
伝
建

地
区
は
二
〇
二
四
年
に
四
十
八
年
を
迎
え
た
。 

こ
の
よ
う
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
景
観
は
、
保
存

あ
る
い
は
修
景
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
伝
建
地
区
選
定
後
の
問
題
点
を
顧
み
る

こ
と
は
な
く
、
ま
た
選
定
時
に
は
建
造
物
調
査
か
ら

住
民
意
識
調
査
ま
で
詳
細
な
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
の
、
そ
の
後
の
追
跡
調
査
が
実
施
さ
れ
た
伝

建
地
区
は
少
な
い
。
四
十
年
以
上
前
に
創
ら
れ
た
住

民
憲
章
は
、
果
た
し
て
今
の
時
代
に
も
有
効
な
の
だ

ろ
う
か
。 

選
定
後
の
各
地
区
の
現
状
を
調
査
し
、
そ
の
問
題

点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
保
存
事
業
の

継
続
性
を
検
討
し
、
新
た
な
文
化
的
景
観
や
伝
建
地

区
を
選
定
す
る
際
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。 

（
作
家
） 

 


